
 

令和５年度島本町立人権文化センター運営方針（案） 

 

 島本町立人権文化センターは、「島本町人権擁護に関する基本条例」の趣旨に基

づき、差別と偏見にとらわれることのない住民の幸福を追求する人権文化を推進

するために設置されています。 

 人権文化センターでは、隣保館としての隣保事業に加え、人権擁護・平和意識

の啓発事業、男女共同参画事業を所管しています。令和５年度も引き続き島本町

のあらゆる人権課題への理解を深めるため、周辺地域住民はもとより、広く町内

全域を対象として各種事業を実施します。  

 また、人権を取り巻く法体系や社会環境は急速に変化しており、当センターも、

社会情勢を注視し、関係機関と連携して施策を推進します。 

 

１．センター管理事業 

 

 １ センターの適正な管理・運営を行う 

 ２ 利用者が快適に利用できる環境整備を図る 

 

 ［具体的な取組］ 

① 一部夜間・休日貸室を実施  

②  諸室等の維持管理・利用促進及び使用料改訂の検討 

③  保有機器、備品及び設備等のメンテナンス 

④  消防訓練の実施 

  ⑤ 行政サービスコーナー、ブックポストの実施 

  ⑥ 清掃業務（障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等に委託）  

  ⑦ 施設周辺除草剪定業務（島本町人権まちづくり協会に委託） 

  ⑧ 施設開閉等業務（島本人権まちづくり協会に委託） 

  ⑨ 人権文化センター運営委員会の開催  

  ⑩ 施設オンライン予約システムの導入 
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２．人権文化センター事業（隣保館事業） 

 

 ○交流事業 

  地域交流の促進を図る 

 

 ［具体的な取組］ 

  ① 「ふれあい夜店」の開催 → 形態を変えて実施予定 

  ② 「いこいの広場」事業の実施 

  ③ 周辺地域の交流に資する各種講座の開催 

  ④ 地域ふれあい事業（地域交流促進事業）の実施（島本町人権まちづくり

協会に委託） 

 

 ○相談事業 

 １ 相談者の多様な相談に応じ、課題を整理し、問題解決を支援する  

 ２ 相談者のニーズに合わせて、関係機関・団体とのコーディネートを行う 

 ３ 相談事業の周知を図る 

 

 ［具体的な取組］ 

  ① 総合生活相談 

  ② 人権ケースワーク相談（島本町人権まちづくり協会に委託） 

  ③ 広報誌等による周知 

 

 

３．人権擁護・平和意識の啓発事業 

 

 ○啓発事業 

 １ 町内外の関係機関・団体と連携し人権意識の普及・高揚・啓発に関する施  

策を推進する 

 ２ 平和意識の啓発に関する取組を行う  

 

 ［具体的な取組］ 

  ① 人権のつどい（島本町人権まちづくり協会と共催） 

  ② 就職差別撤廃月間街頭キャンペーン（島本町企業内人権啓発推進連絡会

と共催、ハローワークと連携） 

  ③ 人権週間街頭キャンペーン（島本町人権まちづくり協会と共催、人権擁

護委員と連携） 

  ④ 人権インフォメーションの運営（ふれあいセンターにチラシ等を配架） 

  ⑤ 人権ライブラリーの運営 



 

  ⑥ 島本町人権まちづくり協会の運営支援 

  ⑦ 島本町企業内人権啓発推進連絡会の運営支援等 

  ⑧ 人権擁護委員の活動支援 

  ⑨ 人権啓発施策審議会の開催 

  ⑩ 職員研修（新規採用職員人権研修・職員対象人権研修）の実施  

  ⑪ 各種パンフレットの配布 

  ⑫ 広報誌等による情報発信 

 ○相談事業 

 １ 関係機関と連携し、相談者の人権にかかわる問題解決を支援する  

 ２ 人権に関する相談事業の周知を図る 

 

 ［具体的な取組］ 

① 人権擁護委員による人権相談 

② 広報誌等による周知 

 

 

４．男女共同参画事業 

 

 ○啓発事業 

  性別にかかわりなく一人ひとりの個性を尊重し、個人の能力を十分発揮でき

る社会の実現に向けた取組を行う。 

 

 ［具体的な取組］ 

  ① 男女共同参画講座の開催や動画配信の実施 

  ② 人権啓発施策審議会の開催 

  ③ 啓発冊子の配布 

  ④ 男女共同インフォメーションで各種パンフレットの配布 

 

 ○相談事業 

 １ 女性のあらゆる悩みを気軽に相談していただき、問題解決を支援する 

 ２ 相談事業の周知を図る 

 

 ［具体的な取組］ 

①  女性相談の実施。（夜間や保育付きの相談も実施） 

②  広報誌等による周知 

 

 

 

 



 

 

５．行政相談事業 

※機構改革に伴い令和４年度より人権文化センターに移管 

 ○行政相談事業 

 １ 行政相談委員に関すること 

 ［具体的な取組］ 

①  行政相談の実施 

②  行政相談委員の支援 

③  高槻市との合同総合相談の実施 

    

 

６．地域支援事業 

※機構改革に伴い令和４年度より人権文化センターに移管 

 ○地域支援事業 

  １ 国際交流関係事業 

  ２ NPO（特定非営利活動法人）に関すること 

  ３ ボランティア支援事業 

 ［具体的な取組］ 

①  姉妹都市フランクフォートとの交流・情報発信等に関すること 

②  島本国際交流協会のとの連携 

③  大阪府国際課と連携し、各種研修、講座の情報提供 

④  窓口・行政業務における他言語通訳の支援 

⑤  NPO（特定非営利活動法人）の設立認証に係る受付や業務支援 

⑥  ボランティア情報センターに関すること 

 

 

７．その他館内事業 

 

 ・地域就労支援センター事業（にぎわい創造課所管・島本町人権まちづくり協

会に委託） 

 ・青少年人権教育事業（生涯学習課所管） 


